
関西圏飲食店における福島うまいもんフェア開催事業 仕様書 

 

１ 事業の目的 

   「ふくしまの今」に関する理解促進を図り、本県の風評の払拭、風化の防止につなげるた

め、関西圏の大都市である大阪市や神戸市等の飲食店において、福島県産食材を活用した料

理や県産日本酒を提供し、その安全性やおいしさ等の魅力を発信する。さらに、様々な年代

の消費者に合った発信とするため、関西圏で多くのファンを持つインフルエンサー等により

動画型ＳＮＳを通じてより広範に情報発信する。 

 

２ 事業名 

  関西圏飲食店における福島うまいもんフェア開催事業 

 

３ 委託業務内容 

 (1) 福島うまいもんフェアの開催 

  ア 開催場所 

    関西圏（大阪市や神戸市等）の飲食店１０店舗以上で開催すること 

  イ 開催時期 

事業期間内に下記３つの条件を満たすフェアを各１ヶ月程度開催すること 

なお、下記(ｱ)福島県産桃をメインとしたフェアの開催時期は、福島県産桃が旬を迎

える７月上旬から８月下旬の時期かけて開催とすること 

(ｱ)  福島県産桃をメインとしたフェア 

(ｲ)  日本酒をメインとしたフェア 

(ｳ)  常磐もの等の海産物をメインとしたフェア 

  ウ 実施内容 

(ｱ) 福島県産品を活用したメニューを考案すること 

(ｲ) 福島県産桃や日本酒、常磐もの等の海産物をメインとしたフェアを各１回以上開催 

すること 

(ｳ) メニュー表等の各種媒体により、食を通して福島県の魅力や正しい情報を発信する 

こと 

(ｴ) 各フェア開催期間中、福島県及び県内各市町村の現状や県産品について、より深く

知ってもらうことを目的とした交流イベントを開催すること 

※例：生産者と飲食業者を講師に迎え、生産方法やオリジナルメニューなど、県産

品の魅力を学べるセミナーを開催 

(ｵ) フェア開催情報の告知については、HPや SNSをはじめ、公共交通機関への掲示等、

各種広告媒体を活用すること 



(ｶ) 福島県のイメージや認知度を確認するため、来店者を対象としたアンケートを実施 

すること 

エ その他 

     フェア開催期間中の来店者延べ 18,000人以上を成果目標とすること 

(2) インフルエンサー等による動画型 SNSでのフェア開催に係る情報発信 

  ア 情報発信の対象者 

    関西地域の住民 

  イ 実施内容 

(ｱ) 福島うまいもんフェアへの参加と発信 

  各フェアのプロモーションのため、インフルエンサー等に依頼し、提供料理等に関

する魅力を Youtube等の動画型 SNSで情報発信を行うこと 

(ｲ) インフルエンサー等によるフェアの発信時期は、可能な限りフェア開始後、速やか

に行えるよう調整すること 

(ｳ) フェアの発信に当たっては、本県の農林水産物の安全性や震災復興の状況につい

て言及した内容を盛り込むこと 

(3) インフルエンサー等による福島県内への現地取材の企画運営及び情報発信 

ア 情報発信の対象者 

  関西地域の住民 

イ 実施内容 

(ｱ) インフルエンサー等を対象に福島県内への現地取材を開催し、生産者や地元市町

村に対する農林水産物の魅力や地域の現状に関する取材活動及び生産場所の見学や

収穫体験等を行い、その模様を動画型 SNSで情報発信を行うこと 

(ｲ) 現地取材の実施回数は３回以上とし、日程は委託契約後に県との調整のもとで決

定するが(1)の各フェア開始前に催行すること 

 (ｳ) 各現地取材の行程は１泊２日以上とする 

     (ｴ) 各現地取材の訪問先は、農林水産物の魅力や市町村の復興の現状等の聞き取りが

でき、かつ動画取材可能な関係機関とし、委託契約後に県との調整のもとで決定する 

       なお、市町村の復興の現状に関する取材に関しては、市町村と連携すること 

    (ｵ) 行程の移動の手配 

各現地取材の行程に対して移動手段の手配を行うこと 

     なお、移動にかかる交通費も含めること 

    (ｶ) 食事の手配 

     各現地取材先での食事内容も情報発信の一つであるため、インフルエンサー等に対

する県産品や郷土料理などの提供を提案すること 

(4) 上記に係る業務管理 



企画立案、連絡調整、スケジュール管理 

(5) 報告書の作成 

   上記に関して、効果測定を含めた報告書を作成すること 

 

４ その他 

  なお、本事業は福島再生加速化交付金を活用することから、下記に留意すること。 

(1) 可能な限り県内事業者を利用すること 

 (2) 一般管理費を計上する場合は上限を１０％とすること 

(3) 本事業の全部または一部を再委託する場合の一般管理費については、事業費における 

再委託率５０％までを一般管理費に計上することを認める 

＜積算例＞事業費 100万円の内再委託費 70万円の場合、再委託費の内 50万円まで 

     (直営費 30万円＋再委託費 50万円)×一般管理費 10%＝8万円 

 


